
公  示 
 

 次のとおり、企画競争について公示します。 

 

 

平成２３年１２月２６日 

 

 

支出負担行為担当官 

厚生労働省労働基準局 

労災補償部労災管理課長 木暮 康二 

 

 

１ 企画競争に付する事項 

（１）事 業 名 

   労災ケアサポート事業（近畿ブロック） 

（２）事業の目的 

 本事業は、在宅で介護、看護等を必要としている傷病・障害等級が第１級から第３

級までの労災年金受給者（以下「重度被災労働者」という。）及びその家族（以下「重

度被災労働者等」という。）に対して、せき髄損傷等労働災害特有の傷病・障害に関

する専門的な知識を有する看護師等による訪問支援を実施すること等により、重度被

災労働者の生命・生活維持に必要な援護を図ることを目的とした事業である。 

（３）事業の内容 

 事業の目的を達成するため受託者において以下の業務を行う。 

ア 重度被災労働者等を対象とした訪問形式による支援の実施 

イ その他本事業を行うに当たり必要となる業務 

 

２ 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条

中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）平成２２・２３・２４年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の

提供等」において、「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であるこ

と。 

（４）労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと（直近２年間の労働保

険料の未納が無いこと）。 

（５）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者である

こと。 

（６）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 

 

３ 契約候補者の選定方法 

 「労災ケアサポート事業に係る企画書募集要領」に基づき、提出された企画書等につ

いて評価を行い、契約候補者として１者を選定する。 



 

４ 企画競争説明書を交付する日時及び場所 

  企画競争参加者に対して、下記の日時及び場所において、企画競争説明書を交付する。 

（１）日時 平成２３年１２月２６日（月）～平成２４年１月３０日（月） 

（土曜、日曜、祝祭日及び年末年始（12月29日から1月3日）を除く。

10:00～12:00及び13:00～17:00） 

（２）場所 〒１７７－００４４ 東京都練馬区上石神井４－８－４ 

厚生労働省上石神井庁舎３階 

労働基準局労災補償部労災保険業務課年金福祉第１係 担当：山崎 

電話 ：０３－３９２０－３３１１(代)（内線３３５） 

ＦＡＸ：０３－３９２０－０２４７ 

（３）企画競争説明書について、郵送による配布を希望の場合は、上記までその旨の一報

を入れること。 

 

５ 企画競争に係る説明会の開催 

  企画競争参加者に対して、説明会を実施する。 

（１）日時 平成２４年１月１０日（火）１４時００分 

（２）受付先 〒１７７－００４４ 東京都練馬区上石神井４－８－４ 

厚生労働省上石神井庁舎２階会議室 担当：山崎 

電話 ：０３－３９２０－３３１１(代)（内線３３５） 

ＦＡＸ：０３－３９２０－０２４７ 

 

６ 企画書等募集に関する質問の受付及び回答 

質問は、下記によりＦＡＸ（Ａ４、様式自由）にて受け付ける。 

（１）受付先 ４（２）に同じ 

（２）受付期間  平成２４年１月３０日（月）までの１０：００～１７：００ 

（３）回答 平成２４年２月１日（水）までに企画競争説明書を交付した者全員に対しＦ

ＡＸにて行う。 

 

７ 企画書等の提出期限等 

（１）提出期限 平成２４年２月３日（金）１７時 

（２）提出先 ４（２）に同じ 

（３）提出方法 直接提出（持参）又は郵送（簡易書留に限る。）による提出とする。 

        なお、郵送の場合においては、上記（１）の提出期限までに必着のこと。 

 

８ 企画提案会の開催 

  有効な企画書等を提出した者から、企画書等の説明を求めるために企画提案会を実施

する。日時、開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、有効な企画書等を提

出した者に対して別途通知する。 

 

９ 企画書等の評価結果 
  提出された企画書等の評価結果については、２月中旬頃に別途通知する。 

 

10 企画書等の無効 

   本公示に示した競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者 



の企画書等は、無効とする。 

11 その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）契約保証金 免除 

（３）その他 詳細は、「労災ケアサポート事業に係る企画書募集要領」による。 

 

 

【本件担当、連絡先】 
 住所 ：〒１７７－００４４東京都練馬区上石神井４－８－４ 
  担当 ：厚生労働省労働基準局 
      労災補償部労災保険業務課年金福祉第１係 担当：山崎 
  電話 ：０３－３９２０－３３１１(代)（内線３３５） 
  ＦＡＸ：０３－３９２０－０２４７ 

 


